
　児童相談所の責任者は、都道府県の知事(横浜
市、大阪市等政令指定都市や横須賀市、金沢市の
場合は市長)です。
　現在、警察から児相には全件虐待案件が通報さ
れていますので、児相から警察に全件情報提供が
なされれば、情報共有が実現します。
　そこで、お住まいの地域の知事・市長さんや議会
の議員さんに、児童相談所から警察に虐待案件を
全件情報提供し、警察と情報共有し連携して子ど
もを守る活動を行うよう要請していただきますよう
お願いいたします。

　下記ホームページに、面談してお願いしていただ
く場合のパンフレット、郵送・ファックスでお願いし
ていただく場合の要請文例を作成いたしておりま
す。要請していただける場合には、ダウンロードして
適宜お使いください。

日本医師会、日本産婦人科医会、日本小児科学会、聖路加
国際病院、全日本私立幼稚園連合会、東京都小学校PTA
協議会、全日本教職員連盟、岡村勲、岩城正光、後藤高志、
清野智、鎌田伸一郎、柘植康英、秋田正紀、櫻井よしこ、
細川珠生、門田隆将、大宅映子、牛尾奈緒美、山下泰裕、
國廣正、深澤直之、神崎邦子、かづきれいこ　(敬称略)

・平成26年8月 シンクキッズ、全国犯罪被害者の会
(あすの会)、日本ユニセフ協会を共同呼びかけ人と
して、日本医師会、日本小児科学会等多数のご賛同
を得て、下記項目の法改正を求める署名活動開始。

以降、厚労省、警察庁に法改正を求める要望活動を
実施、安倍総理あてに35,000人の法改正を求める
署名と法改正要望書を提出。

・平成28年5月 児童福祉法・児童虐待防止法の改正
案成立
 国会で質疑がなされ、上記(4)を除き法改正には至
らなかったが、参議院で児童相談所と警察の間で
「漏れなく確実に（情報）共有されるよう必要な検討
を行う」旨の全会一致で附帯決議がつけられた。

（1） 児童相談所・警察の虐待情報の共有と連携した活動
の義務付け

（2） 学校・市町村・警察が連携した所在不明等の児童
の保護の義務付け

（3） 一時保護の適正化のためその基準を法律で明記
する

（4） 予期せぬ妊娠等子育て困難な妊産婦について医師
の市町村への通報制度の整備

（5） 虐待を受けた子どもへの精神的な治療・カウンセ
リングの無償実施

NPO法人シンクキッズ
ー 子ども虐待・性犯罪をなくす会

NPO法人シンクキッズ
ー 子ども虐待・性犯罪をなくす会

〈ホームページ〉http://www.thinkkids.jp/
〈フェイスブックページ〉https://facebook.com/thinkkidsjp/
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児童相談所と警察等関係機関が
連携した対応を行うことが重要であることから、

児童虐待案件に関する情報が
漏れなく確実に共有されるよう必要な検討を行う

旨政府に求める附帯決議が参議院厚生労働委員会で
全政党の全会一致で決議されました(平成28年5月)

国会の附帯決議のとおり、
政府と自治体に、児童相談所と警察の

情報共有と連携して活動するよう求めています。

子ども虐待死ゼロを目指す
法改正の署名運動について

子ども虐待死ゼロをめざし、一人でも多くの被虐待児が希望
を持って前向きに生きていけるような社会とすること

● 目的

代表理事　　後藤啓二(弁護士、元警察庁企画官、内閣参事官)
顧　　問　　岡村勲(弁護士、元全国犯罪被害者の会代表幹事)
　　　　　　國松孝次(救急ヘリ病院ネットワーク会長、元警察庁長官)
　　　　　　大平光代(弁護士、元大阪市助役)

● 役員・顧問



　児童福祉司2,900人。通
報があってもパトカーもな
く夜間休日は対応せず。1人
当たり虐待案件140件抱
え、自ら家庭訪問すること
も困難だが、それでも警察
に情報提供せず、案件を抱
え込み。

（児童相談所は警察以外からの
通報6万件と警察からの通報4
万件の計10万件把握）

（警察は自らへの通報4万件の
み把握し、児童相談所が把握す
る他の6万件を知らず）

　通報があれば24時間パ
トカーで即対応。交番の警
察官6万人で児相と連携し
虐待家庭を訪問し子供の
安否確認や親への指導支
援など可能だが、実施せず。
児相からの情報も敢えて求
めず。

情報共有がないままでは、
子どもを虐待から救えない


